
項目
国立大学法人島根大学の平成21事業年度に係る業務の実績に関する評価
結果の中で「（今後）期待されるもの」として記載のあった事項

翌年度の取組状況

財務内容の改善

【期待される】
  中期計画における総人件費改革を踏まえた人件費削減目標の達成に向け
て、着実に人件費削減が行われている。今後とも、中期目標・中期計画の達
成に向け、教育研究の質の確保に配慮しつつ、人件費削減の取組を行うこと
が期待される。

  総人件費改革の実行計画を踏まえ、平成17年度計画予算における「総人件費改革」に係る削減の対
象となる人件費総額11,899百万円に対して、平成22年度決算額は10,424百万円であり、1,475百万円
（12.4％）の削減となった。なお、人事院勧告を踏まえた官民の給与格差に基づく改定分を除いた（削減
率を補正した）場合、その削減率は9.2％となった。

その他業務運営に関
する重要目標

【期待される】
    薬品管理システムの構築、運用等については、導入に伴う費用対効果、日
常の管理・運用業務に与える業務量が多いこと、安全管理体制には支障がな
く、現状の紙ベースでの管理でも支障がないこと等を勘案してコンピュータシス
テムによる管理体制の構築、運用は見送ることとしているものの、内部監査の
所見において、「契約事務マニュアル（教員用等）」に従った毒物、劇物等の
データ入力がなされていないと指摘されていることから、さらなる安全管理の
徹底が期待される。

《規程等の整備》
　本学での薬品管理（毒劇物）については、「国立大学法人島根大学毒物及び劇物取扱要領（平成１６
年４月１日学長決裁）」に基づき、各保管責任者において受払簿を作成し管理をしていたが、管理を徹底
させるため、各保管責任者から学長への定期報告の義務化、監査の実施及び処分に関する規定を明
確化した。（平成２３年４月１日一部改正）

《リスク診断の実施》
　松江キャンパスにおいて平成２３年２月にコンサルタント会社によるリスク診断を実施し、薬品の管理
体制を含めた労働安全衛生マネジメントシステムの構築の足がかりとした。なお、診断結果は、学内に
周知するとともに、平成２３年度以降の安全衛生教育の資料として活用する。

附属病院に関する事
項

【期待される】
    引き続き、７対１看護体制の導入、看護職員の安定的充足に向けて、附属
病院が一丸となって全力で取り組む体制の構築が期待される。

  7対１看護体制の早期導入と看護職員の安定的充足に向けて、引き続き、看護職員確保に向け病院
一丸となって取り組みを実践した。その結果、平成２３年４月１日時点で７対１看護体制に必要な看護職
員の確保を達成した。今後は、新病棟開院（６月下旬）に向けた看護教育及び診療報酬の施設基準に
基づく病棟での勤務実績を重ね、平成２３年１０月から７対１看護体制に移行する予定である。
   今後も安定的に看護職員を確保し、患者サービスの更なる向上と高度な先進医療の実践を目指し、
下記のとおり新規採用者等確保対策の継続と離職者防止に向けた取り組みを展開するものである。

＜取組＞
・附属病院の看護師等育成奨学金制度の継続実施　（２２年６月２３日制定）
・看護職員の学校推薦制度の継続実施　（２１年度新規採用者試験から実施）
・中国地方の看護養成学校等を中心に定期的な訪問説明会の実施
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５月～６月全施設３３所）
・看護部ＨＰ、大学広報誌及び地方新聞での定期的な看護職員募集広告の掲載（随時）
・看護職員採用試験実施日の拡大と他県の試験会場（山陽、北九州）での試験実施
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４会場で年８回／中途採用者は随時実施）
・インターンシップ及び病院見学会の定期的な開催と参加者の宿泊費支援の継続実施
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（３月、８月の年２回実施）
・採用予定者に対して附属病院の看護支援等情報の定期提供の実施　（随時）
・本学看護学科生に対し、本院看護部主催の就職説明会を定期的に実施　（年２回実施）
・看護教育支援室の下に、新人看護師等を対象に教育・業務支援と相談支援の継続実施
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２２年４月支援室を設置し活動を開始）
・離職者防止に向けた働きやすい職場環境の確立のため、院内保育所での終夜保育の継続実施と（平
成２２年４月１日実施）、ワーク・ライフ・バランス支援室での学童一時保育の継続実施（平成２２年９月１
５日実施）



翌年度の取組状況

固定資産管理責任者は，管理する固定資産に減損が生じている可能性を示す事象があるときは，速や
かに学長に報告（島根大学固定資産減損処理事務取扱要項）することとなっているが，この他に，毎会
計年度の中間決算時及び期末決算時の２回「減損対象資産の利用実態調査」を実施し，固定資産の適
正かつ効率的な運用に努めている。
  また，平成２２年６月には，本学における施設の有効利用に関する規則の規定に基づき，施設の利用
実態調査の実施，共用スペースの確保等を行い，施設の有効利用を図っている。

・ 本学では、島根大学憲章において「豊かな人間性と高度な専門性を身に付けた、自ら主体的に学ぶ
人材の養成」を教育の目標に掲げ、また、「特色ある地域課題に立脚した国際的水準の研究推進」を研
究の目標に掲げている。更に、この大学憲章が示す諸課題を具体化するため、「島根大学憲章を推進
するためのアクションプラン」を全学に示し、第一期中期目標・中期計画と第二期中期目標・中期計画の
中で整合性を持って取り組んでいる。
・ これらの目標を達成するための活動の財務上の基礎として、学長が予算編成方針及び予算案を作成
し、経営協議会の議を経て役員会で審議・承認の後、適切に資源(予算)　配分を行っている。
・ 財務情報については、財務諸表等を作成し文部科学大臣に報告するとともに、官報及びホームページ
に掲載しているが、内容をよりわかりやすくするための工夫をして、前年度の状況と対比して一覧できる
ようまとめた「国立大学法人島根大学財務状況」を作成している。
・ 学長の裁量において直接執行可能な経費としての学長裁量経費は、平成２２年度においては、①組
織の見直し等に資するための「大学運営改善経費」と、②教育・研究等の活性化に資するための「学長
裁量経費」を計上したところである。
・ 収支の均衡を保つため適正な学生数の確保による学生納付金収入、組織的な取り組みによる産学連
携等研究収入、寄附金等の経常的収入を安定的に確保しており収支状況は安定している。また、学内
に立ち上げている外部資金獲得支援チーム会議において、外部資金に係る公募・獲得状況等の情報収
集及び情報提供を充実することを確認しているところである。
・ 附属病院収入の増収に向けて、平成２２年度においては、クリニカルパスの積極的な適用、入院総合
相談室における早期退院支援、地域連携センターにおける病病・病診連携の推進等に取り組んだ結
果、在院日数の短縮、患者紹介率の向上などにより前年度比で７３４百万円の増収を達成した。
・ 管理的経費については、平成２２年度の予算編成過程において、△１％（約△９百万円）の削減が行
われたが、第一期中期目標期間と同様に管理的経費の抑制に取り組み、一定の削減効果を上げたとこ
ろである。また、業務改善会計系作業グループ検討会において、第一期中期目標期間中において取組
んだ管理的経費の抑制に係る取組事項については、相当額の費用対効果があったとの検証結果を得
ており、また、提案のあった新たな取組事項については、具体の取扱いを検討することとしている。
・ 附属病院では、診療経費の削減に向けて、中四国地区の４大学で医薬品購入の共同交渉を行ない年
間約△４９百万円の削減をし、また、医療材料については継続して値引交渉等に取組み年間約△５０百
万円の削減などにより、医療費率にして前年度比約△２．５％の削減効果を上げている。

・本学の予算編成方針においては、厳しい財務状況のなか教育・学生支援は大学の最も重要な業務で
あり、教育・学生支援充実の取組みに係る「教育経費」は原則として削減の対象外との考え方のもと、教
育水準の維持向上を図るため「教育経費」は前年度同額程度を確保しているところである。一方では管
理的経費の削減が必要不可欠であり、平成２２年度は△１％が削減されており、管理的経費の抑制に
具体的に取組んでいるところである。

　経営協議会は、開催の都度、その審議内容を議事要録にまとめ、本学の公式ホームページ「経営協議
会など各種委員会審議状況」に掲載し、学内外に公表している。また、法人化後の議事要録をすべて掲
載しており、審議経過も含めたより透明性の高い運営に努めている

国立大学法人評価の２次評価を実施している総務省政策評価・独立行政法人評価委員会より「平成
21年度における国立大学法人及び大学共同利用機関法人の業務の実績に関する評価の結果につい

ての意見」を付された事項

　各法人における資産の保有の必要性及び有効活用についての不断の見直しや、不要とされた資産
の処分に向けた取組等を促すとともに、その見直しや進捗の適切性が国民に明らかになるような評価
をすべき。

　各法人の自律性に配慮しつつ、各法人の目指す方向に向けた法人の積極的な取組を促す観点か
ら、財務情報等も活用し、引き続き学長裁量経費の活用や自己収入の拡大・一般管理費の節減等に
より捻出した財源の計画的な活用による資源配分の取組について、評価をすべき。

　経営協議会が期待される役割を十分に発揮し、その意見が法人運営に適切に反映されている
か明らかにする観点から、引き続き経営協議会に関する情報の公表状況に関する評価を行い、
公表が行われていない法人については課題として評価結果等に記載するなど、その厳格な運用
に努めるべき。


